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市川市成年後見制度利用促進基本計画
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１ 計画策定の背景 
 
成年後⾒制度は、認知症、知的障がいその他の精神上の障がいによって物事を判断する能⼒が不⼗分

な⽅（以下「本⼈」という。）の⽇常⽣活を法律的に⽀援する制度のことです。 
お⾦の管理ができなくなったり、障がいのある家族の今後が不安なときなどに、成年後⾒⼈・保佐⼈・補助

⼈・任意後⾒⼈（以下「成年後⾒⼈等」という。）が財産の管理を⾏うとともに、本⼈の意思をできるだけ丁
寧に汲み取ることなどにより、本⼈の⽣活や権利を守ります。また、財産の管理または⽇常⽣活等に⽀障があ
る⽅を地域社会全体で⽀え合うことは、喫緊の課題であり、成年後⾒制度はそのための重要な⼿段です。 

しかしながら、制度の必要性の⾼まりに対して、成年後⾒⼈等への⽀援体制が不⼗分で、意思決定⽀援
や⾝上保護等の福祉的な視点に乏しい運⽤があるなど、利⽤者が制度を利⽤するメリットを実感できず、必
要な⽅が制度を利⽤できていないという実態があります。 

こうした状況を踏まえ、国は、成年後⾒制度の利⽤の促進に関する法律（平成 28 年５⽉ 13 ⽇施⾏
（以下「成年後⾒制度利⽤促進法」という。））を制定するとともに、成年後⾒制度利⽤促進基本計画
（以下「国の計画」という。）を閣議決定（平成 29 年３⽉ 24 ⽇）しました。 

成年後⾒制度利⽤促進法において、市町村は、国の計画を勘案して、基本的な計画を定め、必要な措
置を講ずるよう努めることとされています。 

これを受け、本市では、地域共⽣社会の実現に向け、尊厳のある本⼈らしい⽣活を継続し、地域社会に
参加できるようにすることを⽬的に、「市川市成年後⾒制度利⽤促進基本計画」を策定するものです。 

成年後⾒制度利⽤促進法における成年後⾒制度の基本理念 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 計画の法的根拠 
 
本計画は成年後⾒制度利⽤促進法第 14 条第１項に規定する基本的な計画です。 

成年後見制度利用促進法抜粋 
 
 
 

 

 

①ノーマライゼーション 
成年被後⾒⼈等が、成年被後⾒⼈等でない⼈と等しく、基本的⼈権を享有する個⼈としてその尊厳が

重んじられ、その尊厳にふさわしい⽣活を保障されるべきこと。 
②⾃⼰決定権の尊重 

障害者の権利に関する条約第 12 条の趣旨に鑑み、成年被後⾒⼈等の意思決定の⽀援が適切に⾏わ
れるとともに、成年被後⾒⼈等の⾃発的意思が尊重されるべきこと。 
③⾝上の保護の重視 

本⼈の財産の管理のみならず、⾝上の保護が適切に図られるべきこと。 

（市町村の講ずる措置） 
第 14 条 市町村は、成年後⾒制度利⽤促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における成年後

⾒制度の利⽤の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるとともに、成年後⾒等実
施機関の設⽴等に係る⽀援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 



- 121 - 
 

３ 施策⽬標 
 

私たちが⾃分らしく⽣活するためには、判断能⼒が不⼗分であったとしても、周囲の関係者が本⼈の意思
決定を尊重し、その意思に沿った⽀援を⾏うことが重要です。 

そのために、市⺠の権利擁護を⽀援する体制を整備し、関係機関・団体等と連携して本計画を効果的に
推進することで、安⼼して⾃分らしく暮らせる地域共⽣社会の実現を⽬指すため、次の３点を施策⽬標とし
ています。 
 

【施策⽬標１】制度への理解の促進 
成年後⾒制度による⽀援を必要とする⽅が、安⼼して利⽤できるよう、周知と正しい理解の促進を図るとともに、市

⺠⽣活における制度の定着を推進していきます。 
この制度は、本⼈が住み慣れた地域で⾃分らしい⽣活を送ることができるよう⽀援するものであり、そのためには、意

思決定⽀援と⾝上保護を重視した運⽤が求められます。 
本⼈の判断能⼒があるうちに相談を開始することによって、よりその⼈らしい⽣き⽅や⽀援のあり⽅を検討することがで

きます。早い段階からの制度利⽤を促進するため、保佐・補助類型および任意後⾒制度についての周知・啓発を⾏い
ます。 

 
【施策⽬標２】安⼼して利⽤できる制度の運⽤ 

親族後⾒⼈に対する審判後の⽀援などを⾏うことで、後⾒⼈業務を⾏う際の不安や孤⽴などを解消し、親族後⾒
⼈が安⼼して本⼈に寄り添えるように⽀援します。 

申し⽴てる親族がいない場合などは、本市が親族等に代わって後⾒等開始の申⽴てを⾏い、⾝寄りのいない⽅や費
⽤負担が困難な⽅でも成年後⾒制度を利⽤できるよう⽀援します。 

また必要な⽀援内容を⼗分に把握し、財産管理のみでなく、⾝上保護も重視した適切な成年後⾒⼈等の推薦を
⾏います。 

 
【施策⽬標３】中核機関の機能の充実と地域連携ネットワークの仕組みづくり 

成年後⾒制度利⽤促進、さらに権利擁護⽀援に向けて、地域連携ネットワークの構築が重要です。本市は、地域
連携ネットワークの中⼼となって全体のコーディネートを⾏うための「中核機関」を設置しており、中核機関の３つの機能
である①司令塔機能、②進⾏管理機能、③事務局機能を、本市と市川市社会福祉協議会で担います。 

成年後⾒制度の利⽤促進に向けて、全体構想の設計（計画策定）等の司令塔機能については、本市が担い、
「広報」「相談」「成年後⾒制度利⽤促進」「後⾒⼈⽀援」の進⾏管理機能については、市川市社会福祉協議会が担
います。さらに、この 4 つの機能を担うことで、「不正防⽌の効果」を発揮することも期待されます。また、地域連携ネット
ワーク会議の運営や地域連携ネットワークの整備等の事務局機能については、本市と市川市社会福祉協議会が双⽅
で担い、連携することで円滑な運営を⾏っていきます。 

市⺠及び地域とともに、⾏政、家庭裁判所、⺠間の団体等が⼀体的に連携・協⼒し、⽀援を必要とする⽅を、早期
に発⾒し、適切な⽀援につなげるための体制づくりを⾏います。このために、地域連携ネットワーク会議および中核機関
の機能を充実させ、成年後⾒制度の利⽤に関連する事業者等により、地域連携ネットワークづくりを推進していきます。 

さらに、市⺠が相互に⽀え合う⽀援体制を確保するため、市⺠後⾒⼈を養成します。 
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